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サッカースタジアム裁判・・市民の全面勝訴      

大川市長は全面敗訴しかし 2 月 8 日高等裁判所

へ控訴手続き‥ 市民に背を向ける市長 

1 月 27 日宇都宮地方裁判所は、栃木市長を違法と断じた  

①公園使用料 1225 万 1634 円を請求しないことは・違法である 

②固定資産税（市の評価約 300 万円）の免除は・・違法である。 

違法にも関わらず・開き居直る大川市長・市長の資格なし 

針谷「違法であることは分かっているのか」  

大川市長「わかっているが、残念である」  

針谷「なぜ控訴するのか」  

大川市長「地域発展・振興、スポーツの育

成が認められなく不服である」  

針谷「使用料免除の特別な理由には、明

確な根拠、証拠がなく、公益性も合理的

な将来予測に基づくものではない」  

市長が今やることは 

固定資産税免除は担税力（税を支払う

経済的能力）の無い者に認められてい

る。日本理化（とちぎシティーｆｃ）は、こ

れに該当しない。免除するだけの公益性

もないことを違法とした。市民の利益を

守り、公平公正な行政をするのが市長

の役目である。控訴は市民を裏切ること

になる、解かっているのか」   

大川市長「・・・・」答え無し 

無謀な控訴を止め 市民の利益と、栃木市を公平公正に戻すことです！ 
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市民の声を聞いているのか？ ○市長と栃木市は信用できない 

○私の固定資産税も免除してほしい。  ○当然の判決である。   

○この企業と市はどうなっているのか。○台風で床上浸水したが 1 年だけ 3700 円    

減額されたが、翌年は満額請求された。不公平に納得できない。    

○真面目に税金を納めるのが馬鹿馬鹿しい  

 

市長が違法なことをやった結果で、裁判に負けたのに・・   

市長乱心？「スポーツの持つ神聖なものが、政争の具になっている」  

市民への批判にすり替える市長・・反省なし！呆れる市民 

針谷「市長が自らまいた種を、市民に擦り

付ける発言・市長の資格なし。取り消しな

さい」  

大川市長「若い人の中からは『今回の判

決は意外』という声をたくさん聞く」  

取り消しを否定する市長。  

市長は敗訴の責任を取り、2 期目の出馬を、辞めないのか？ 

大川市長「引き続き市政を担当したい」・・  

反省のかけらも、責任感もない大川市長に失望 

 

4 月旧小野寺北小の専門学校は開校できない 

無償譲渡した市長の責任はないのか？ 

大川市長・・開校できない責任は日本理化にあり、私にはない 

針谷「開校見通しを誤った責任を感じないのか」‥市長の答弁なし  

マスコミの論調  

毎日新聞  『過ちを改めるに憚ることな

かれ』と論じ、住民勝訴でも最終的には市

や市民の利益につながる。違法状態をさ

らに続けなければならないことの説明責任

が、今度は高裁で問われる』  

下野新聞  結果は市側の全面敗訴。

これまで住民訴訟の取材の経験があっ

たが、今回ほど自治体側の主張がこと

ごとく退けられた判決は、記憶にな

い。何度か判決文を読み返したが、公

益性、経済効果、市内の賑わいなどの

具体性はなく、免除の意義は正直伺え

ない。原告側が判決の受け入れを求める

中、市は控訴に踏み切った。東京高裁

でどのような主張を展開するのだろ

う』  

専門家・・論理的にも矛盾だらけの控訴・・高裁で認められないだろう 

 



 

 


